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町 名 世帯数 男 女 人 口 

乙 房 町 1,295 1,339 1,463 2,802 

関之尾 町 453 398 528 926 

庄 内 町 1,043 1,011 1,231 2,242 

菓子野 町 832 927 1,005 1,932 

合 計 3,623 3,675 4,227 7,902 

 

2 日（木） 自治公民館 館長会   10:30 

3 日（金） 高齢者クラブ 会長会    9:30 

5 日（日） まち協健康福祉部会主催   9:30 

こけないからだづくりとスカットボール体験(地区体育館) 

6 日（月）社福協役員会       13:30 

８日（水）民児協定例会     9:00 

8 日（水）高齢者民謡教室      13:30 

10 日（金）高齢者書道教室      9:00 

13 日（月）青少協理事会       19:30 

16 日（木）高齢者ミニボーリング大会(地区体育館)  9:00 

22 日（水）高齢者民謡教室               13:30 

24 日（金）高齢者書道教室                9:00 

24 日（金）体育施設等利用者調整会議      20:00 

25 日（土）夏期巡回ラジオ体操（市民広場）   6:00 

30 日（木）社福協 福祉関係者合同意見交換会  10:00 

※毎週月曜日は福祉相談日  １０時～１５時 

 

 

７月 11 日（土）八坂神社 

７月 12 日（日）乙房児童公園 

7 月 18 日（土）上川崎公民館、平田自治公民館、上平田営 

農研修館、下平田研修館、関之尾公民館 

7 月 19 日（日）千草営農研修館 

７月 20 日（月）豊幡神社 

７月 24 日（金）南洲神社 

７月 25 日（土）菅原神社 

下川崎公民館 

菓子野営農研修館 

７月 28 日（火）諏訪神社                                                            

 

 

 青少年育成協議会の総会は 6 月 18 日（木）自公連・民児

協・ＰＴＡ等の会員 60 人が出席して、地区公民館で開催さ

れ、26 年度の実績や 27 年度の事業計画が審議されました。 

今年度の重点推進事項として「心のプレゼント運動」をさ

らに推進するとともに、のぼり旗を庄内地区まち協と合同で

作成し、地区内に掲揚すること等が承認されました。 

総会終了後には、庄内駐在所の長友 勝所長が「少年問題

の現状について」と題して、都城管内で発生している少年非

行の事例や、地域でできる防止策の取り組みについて話しが

ありました。庄内地区内の青少年の問題行動は少なく、あい

さつ等、積極的な声掛けが健全育成に効果的とのことでした。 

また、役員改選があり、逆瀬川 秀夫会長（庄内小校長） 

が退任され（左端）、新会長に後藤 薫（菓子野小校長）が 

就任されました。新役員の皆さんは次のとおりです。（敬称略） 

会 長 後藤 薫 菓子野小 

校長（左から２番目） 

副会長 舟津隆二、福田定見 

花原利廣、花房 剛 

書記会計  平仁田 正洋 

（菓子野小教頭） 

夏期巡回ラジオ体操 
日時：平成 27 年 7 月 25 日（土） 

     午前 6 時集合 

場所：庄内市民広場（サテライト会場） 

※ＮＨＫラジオで全国放送されます。   

庄内地区の皆さんもご一緒に‼ 

※先着３００人に記念品があります。 

 

 

庄内地区高齢者学級は６月１7 日（水）・１8 日（木）

に、庄内中央・乙房・平田・菓子野の４学級が開催されま

した。（全体で 126 人が受講） 

県消費生活センターから講師

を迎え、契約の基礎知識、電話勧

誘の断り方、クーリングオフ制

度、点検商法等について、パネル

を使って問いかけるなどしながら、悪質商法の被害に遭わ

ないための方法を分かりやすく丁寧にお話しされました。 

 「こんなのアリ！」？」と思ったら、まずは電話で遠慮

なく相談してくださいとのことでした。 

【県消費生活センター都城支所 ２４-０９９９】 

 

           

 今年も、庄内地区まちづくり協議会地域づくり部会（森

山浩平部会長）では、夏休みの期間中、関之尾滝のライト

アップを実施します。 夏の風物詩として定着した幻想的

な世界をお楽しみください。 

期 間  7 月 19 日（日）～8 月 31 日（月） 

ライトアップの時間  日没～21：00 

 

 

 

都城市では毎年７月の第４日曜日を環境美化の日と 

定めています。今年の基準日は７月２６日（日）です。 

市民総ぐるみで清掃、浄化、緑化、環境保全に努め 

ましょう。（地域によって、清掃日は違います。） 

平成2７年７月号 

 

世帯数と人口（６月 1 日現在） 

みんなでつくる 

住みよいまち 庄内 

《庄内地区青少年育成協議会 総会》 《高齢者学級》 悪質商法について

学ぶ 

《今月の主な行事予定 》 

 

 

《庄内地区の六月灯日程》 

《都城市環境美化の日》 

関之尾滝ライトアップ情報 《庄内まち協》 
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